
第13回宇宙開発委員会（臨時会議）

議　事　次　第

1．日　時 平成10年3月16日（月）

11：00～

2．場　所 委員会会議室

●3議題 （1）宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損害に対

　　する賠償措置について
（2）その他

（3）前回議事要旨の確認について

4．資　料 委13－1－1

委13－1－2

委13－1－3

委13－2

委13－3

宇宙開発事業団法の改正について（概要）

宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案要綱

宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損

害に対する賠償措置について（案）

通信放送技術衛星「かけはし」　（COMETS）の
第1回軌道変更の結果について

第12回宇宙開発委員会（定例会議）議事要旨（案）

」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委13－1－1

宇宙開発事業団法の改正について（概要）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成10年3月

科学技術庁
○事業団は、人工衛星等の打上げ能力を国全体のインフラとして有効に提供する

@ことを主要任務の1つとしており、これまでロケットの開発、打上げ・追跡に
@必要な施設等の開発を推進。

○事業団は、内外からの活用の期待に応えるべく、技術面・経済面双方において

@国際水準に達することを目指してH－IIAロケットを開発中。

●

○既に、宇宙の本格的利用に対応して、宇宙先進国である欧米では万が一損害が

@発生した場合の備え（責任保険の付保と保険を超える損害についての公的主体
@による賠償スキーム）を整備。

○我が国においても、万が一の場合の損害賠償に関し、国際水準と同等の措置を

@講ずることにより、損害賠償の迅速かつ円滑な処理を図り、被害者保護と
@打上げ業務の円滑な推進に資することが必要。

【事業団の安全管理下で打上げを実施】
1卿一’●一”一’一”一”一”一’一’〇一．’ u

宇宙開発事業団・打上げ計画の作成 特約 打上げの委託者
i
…
：

●
扇 一瓦．翻

　　　　・衛星等の最終安全確認

@　　　・打上げ、飛行管制
@　　　　（指令破壊を含む）

J　●周辺陸海空の安全確保等

ll一
i両三蓉一”零ii．1二二＝＝二二＝二＝＝三」

　　　1＼

�`務付け）

○受託打上げにより第三者損害が発生した場合の

@事業団への婁質的責任集中（全部負担特約の締結）

對?梹x払いを担保するため、

@第三者損害賠償責任保険の締結を義務付け

（事業団の自主ミッションの打上げについても第三者損害賠償責任保険の締結

一1一
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i・全段自主技術　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1●欧米並の打上げ能力i

糟
原因究明

結果反映 鼎

（過去5回打上げ成功）

・システムの簡素化

・電気系の小型高性能化

・製造・点検の自動化

・射場整備作業の簡素化

．H田の改良型　i
　　　　　　　　　　　コ・欧米並の打上げコストi

の達成・信頼性の向上i

碁
＝

惹
＝

成功）1998．2

@　打上げ失敗
@　　（H－H5号機）

@　　　i←一1年半

　1999夏

汢�ﾅ上げ
@（H一皿8号機）

結果反映

　
｝
ム 署

a

　　　　　　　　　　　　　2000冬　　　　2000夏以降

　　　　　　　　　　　　初号機打上げ　民間からの受託

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打上げ開始

←一一一一2年一一一づ



静止衛星打上げ能力2トン級の世界の主なロケット

－
ω
－

60m

40m

20m

名称 長征2号 プロトン H一五 H－11A デルタ皿 アトラス1【AS アリアン1▽ アリアンV

国名 中国 ロシア 日 米国 欧州

LEO打上げ
¥力（t） 8．8

一
10．0 10．0 8．4 8．6 9．6 18．0

GTO打上げ
¥力（t） 3．4 4．8 4．0 4．0 3．8 3．8 4．5 6．8

打上げコスト
i億円） 48～60 43～67 170～190 75～85 90 112～129 108～132 92～132

LEO：氏　’　　　　　　　　　GTO：臼　トランスファー　’
ﾃ止軌道打上げ能力は静止トランスファ肖軌道打上げ能力の約55％。
i円ドル換算レート：120円／ドル）

（宇宙開発事業団調べ）

@1998年1月26日現在
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宇宙開発事業団の受託打上げで想定される主な形態

宇宙開発事業団
受託キ

　　　　打上げ者

宇宙開発事業団の実全管理下で打上げ

衛星顧客

上げ契約

契約

衛星顧客

契約

打上げ委託者

　　　　　　ロケットメーカー



～　1　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　1

米欧における打上げに伴う第三者損害賠償措置の概要

●

米（民間企業） 米（NASA） 欧

打上げ形態 軍の打上げ施設を

ﾘりて、民間打上

ｰ会社が打上げ

NASAが打上げ アリアンスペース社

ﾌ委託に応じて、仏

送ｧ宇宙研究センタ

[が打上げ

第三者損害

?梠[置

・民間打上げ会社が

ﾛ険付保
i国が指定する保険）

E保険を越える場合、

ﾄ政府による賠償

x払
i15億ドルを限度）

・スペースシャトル利

p者等が保険付保

iNASAが指定する
z）

E保険を越える場合、

mASAが賠償支払
i予備費等又は新規

¥算）

・アリアンスペース社

ｪ保険付保
i仏政府から求償に

桙ｶ支払）

E仏政府が賠償支払

i4億フランを限度に

Aリアンスペース社

ﾉ求償）

●

ロケット別民間衛星打上げのシェア割合

アトラス

タイタンプロトン

　2％1％

アリアン

　62％

1987年から1997年の累計約150機

（宇宙開発事業団調べ）
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宇
宙
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
宇
宙
開
発
事
業
団
が
行
う
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
る
損
害
の
賠
償
措
置

　
一
　
保
険
契
約
の
締
結

　
　
　
宇
宙
開
発
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
は
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
り
他
人
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償

　
　
す
る
た
め
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
な
け
れ
ば
、
人
工
衛
星
等

　
　
の
打
上
げ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
（
第
二
十
四
条
の
二
関
係
）

　
二
　
受
託
打
上
げ
に
関
す
る
特
約

　
　
　
事
業
団
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
受
託
打
上
げ
に
よ
り
受
託
打
上
げ
関
係
者
以
外
の
者
に
損
害
が
生
じ
た
場

　
　
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
責
任
に
関
す
る
特
約
を
打
上
げ
委
託
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
十
四
条
の
三
関
係
）

　
三
　
罰
則

　
　
　
事
業
団
が
保
険
契
約
を
締
結
し
な
い
で
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
を
行
っ
た
場
上
等
に
お
け
る
罰
則
に
つ
い
て
必
要
な
規

　
　
定
を
設
け
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
十
三
条
関
係
）

●

●



「

第
二

第
三

　
一

　
二

●

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

附
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

●

　
　
　
　
　
（
附
則
第
一
項
関
係
）

（
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

て
　
　
　
ら



　
　
　
宇
宙
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
．

　
宇
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
三
章
　
業
務
（
第
二
十
二
条
i
第
二
十
四
条
）

　
目
次
中
「
第
三
章
　
業
務
（
第
二
十
二
条
－
第
二
十
四
条
）
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
の
二
　
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
る
損
害
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

賠
償
措
置
（
第
二
十
四
条
の
二
・
第
二
十
四
条
の
三
）
」

　
第
十
三
条
第
一
項
中
「
、
副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
、
」
を
「
及
び
副
理
事
長
の
任
期
は
」
に
、
　
「
監
事
の
任
期

は
、
」
を
「
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
を
行
な
う
」
を
「
を
行
う
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　
第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　
第
三
章
の
二
　
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
る
損
害
の
賠
償
措
置

　
（
保
険
契
約
の
締
結
）

●

●



●

●

第
二
十
四
条
の
二
　
事
業
団
は
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
り
他
人
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
担

　
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
な
け
れ
ば
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
は
、
被
害
者
の
保
護
等
を
図
る
観
点
か
ら
適
切
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
保

　
険
者
の
引
受
け
の
可
能
な
三
等
を
参
酌
し
て
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

3
　
事
業
団
が
行
う
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
が
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
委
託
に
応
じ
て
行
う
も
の
（
以
下

　
「
受
託
打
上
げ
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
工

　
衛
星
等
の
打
上
げ
の
委
託
者
（
以
下
「
打
上
げ
委
託
者
」
と
い
う
。
）
が
、
事
業
団
に
代
わ
っ
て
、
事
業
団
の
た
め
に
締
結

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
受
託
打
上
げ
に
関
す
る
特
約
）

第
二
十
四
条
の
三
　
事
業
団
は
、
受
託
打
上
げ
に
係
る
契
約
を
打
上
げ
委
託
者
と
の
間
で
締
結
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認

　
可
を
受
け
て
、
受
託
打
上
げ
に
よ
り
受
託
打
上
げ
関
係
者
以
外
の
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
責
任
に

　
関
し
、
次
に
掲
げ
る
内
容
の
特
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
事
業
団
が
受
託
打
上
げ
に
よ
り
受
託
打
上
げ
関
係
者
以
外
の
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
場
合
に

　
　
お
い
て
、
当
該
受
託
打
上
げ
に
係
る
受
託
打
上
げ
関
係
者
も
同
一
の
損
害
に
つ
い
て
賠
償
の
責
め
に
任
ず
べ
き
と
き
は
、

　
　
事
業
団
が
当
該
受
託
打
上
げ
関
係
者
の
損
害
賠
償
の
責
任
の
全
部
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
受
託
打
上
げ
関
係
者
の
故
意
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
団

　
　
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
に
お
い
て
「
受
託
打
上
げ
関
係
者
」
と
は
、
打
上
げ
委
託
者
並
び
に
受
託
打
上
げ
に
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
事
業

　
団
及
び
打
上
げ
委
託
者
が
同
項
の
特
約
に
お
い
て
指
定
す
る
者
を
い
う
。

3
　
事
業
団
が
第
一
項
に
規
定
す
る
特
約
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
は
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
打
上
げ
委
託
者
が
、
事
業
団
に
代
わ
っ
て
、
事
業
団
の
た
め
に
締
結
す
る
も
の
と
す
る
ゆ

　
第
三
十
二
条
第
二
号
中
「
銀
行
」
の
下
に
「
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
条
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と

し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
三
十
二
条
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
第
二
十
四
条
の
二
言
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
金
額
の
決
定
　
　
　
　
　
　
　
、

●

●



●

●

　
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
三
十
二
条
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
若

し
く
は
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と

し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
二
　
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
金
額
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

　
第
四
十
二
条
中
「
三
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
中
「
三
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
行
な
っ
た
」
を
「
行
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
中

第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
四
　
第
二
十
四
条
の
二
丁
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
険
契
約
を
締
結
し
な
い
で
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
を
行
っ
た
と
き
。

　
第
四
十
四
条
中
二
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
役
員
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

23

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
理
事
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

●

●



　
　
　
　
　
理
　
由

　
宇
宙
開
発
事
業
団
の
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
の
業
務
の
円
滑
な
推
進
及
び
確
実
な
被
害
者
保
護
に
資
す
る
た
め
、
宇
宙
開
発

事
業
団
が
行
う
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
を
生
じ
た
場
合
の
損
害
賠
償
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

●

●



　
　
　
　
宇
宙
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
宇
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
案

）
　
　
　
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行

目
次

目
次

第
一
章
　
　
（
略
）

第
一
章
　
　
（
略
）

第
二
章
　
　
（
略
）

第
二
章
　
　
（
略
）

第
三
章
　
業
務
（
第
二
十
二
条
－
第
二
十
四
条
）

第
三
章
　
業
務
（
第
二
十
二
条
一
第
二
十
四
条
）

第
三
章
の
二
　
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
る
損
害
の
賠
償
措
置
（
第
二
十

四
条
の
二
・
第
二
十
四
条
の
三
）

第
四
章
　
　
（
略
）

第
四
章
’
（
略
）

第
五
章
　
　
（
略
）

第
五
章
　
　
（
略
）

第
六
章
　
　
（
略
）

第
六
章
　
（
略
）

第
七
章
　
　
（
略
）

第
七
章
　
　
（
略
）

附
則
　
（
略
）

附
則
　
（
略
）

●



　
（
役
員
の
任
期
）

第
十
三
条
　
理
事
長
及
び
副
理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、

　
任
期
は
二
年
と
す
る
。

2
　
　
（
略
）

理
事
及
び
監
事
の

　
（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
二
条
事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を

矧
。

　
一
　
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
「
人
工
衛
星

　
　
等
」
と
い
う
。
）
の
開
発
並
び
に
こ
れ
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発

　
二
　
　
（
略
）

　
三
　
第
一
号
の
開
発
並
び
に
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
に
こ
れ

　
　
ら
に
必
要
な
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発
で
、
委
託
に
応
じ
て
倒
も

　
　
の

　
四
・
五
　
　
（
略
）

2
～
4
　
　
（
略
）

　
（
役
員
の
任
期
）

第
十
三
条

任
期
億
、

2
　
　
（
略
）

理
事
長
、
副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
、

二
年
と
す
る
。

四
年
と
し
、
監
事
の

　
（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
二
条
事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を

　
行
な
う
。

　
一
　
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

　
　
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
人
工
衛
星
等
」
と
い
う
。
）
の
開
発
並
び

　
　
に
こ
れ
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発

　
二
　
　
（
略
）

　
三
　
第
一
号
の
必
発
並
び
に
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
に
こ
れ

　
　
ら
に
必
要
な
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発
で
、
委
託
に
応
じ
て
行
な
う

　
　
も
の

　
四
・
五
　
　
（
略
）

2
～
4
　
　
（
略
）

一
－
－
い

●
ボ
　
　
　
．
（

9
こ
　
　
　
　
．
、

　
第
三
章
の
二
　
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
る
損
害
の
賠
償
措
置

（
保
険
契
約
の
締
結
）

第
二
十
四
条
の
二
　
事
業
団
は
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
り
他
人
に
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険

契
約
を
締
結
し
て
い
な
け
れ
は
、

な
い
。

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
を
行
っ
て
は
な
ら

釧
　
前
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
は
、
被
害
者
の
保
護
等
を

図
る
観
点
か
ら
適
切
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
保
険
者
の
引
受
け
の
可
能
な
子

等
を
参
酌
し
て
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

釧
事
業
団
が
行
う
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
が
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
委
託
に
応
じ
て
行
う
も
の
（
以
下
「
受
託
打
上
げ
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
の
委
託
者
（
以
下
「
打
上
ザ
委
託
者
」
と

い
う
。
）

で
き
る
。

が
、
事
業
団
に
代
わ
っ
て
、
事
業
団
の
た
め
に
締
結
す
る
こ
と
が

（
受
託
打
上
げ
に
関
す
る
特
約
）



第
二
十
四
条
の
三
　
事
業
団
は
、
受
託
打
上
げ
に
係
る
契
約
を
打
上
け
委
託
者

と
の
間
で
締
結
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
受
託
打
上
げ

に
よ
り
受
託
打
上
げ
関
係
者
以
外
の
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
損

害
賠
償
の
責
任
に
関
し
、

列

次
に
掲
げ
る
内
容
の
特
約
を
す
る
こ
と
が
で
き

一
　
事
業
団
が
受
託
打
上
げ
に
よ
り
受
託
打
上
げ
関
係
者
以
外
の
者
に
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
託
打
上

げ
に
係
る
受
託
打
上
げ
関
係
者
も
同
一
の
損
害
に
つ
い
て
賠
償
の
責
め
に

任
ず
べ
き
と
き
は
、
事
業
団
が
当
該
受
託
打
上
げ
関
係
者
の
損
害
賠
償
の

責
任
の
全
部
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ゴ．

O
号
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
受
託
打
上
げ
関
係
者
の
故
意
に

よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
団
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
求
償

権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

2
1
前
項
に
お
い
て
「
受
託
打
上
げ
関
係
者
」
と
は
、
打
上
げ
委
託
者
並
び
に

受
託
打
上
げ
に
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
事
業
団
及
び
打
上
げ
委
託
者
が
同

項
の
特
約
に
お
い
て
指
定
す
る
者
を
い
う
。

3
1
事
業
団
が
第
一
項
に
規
定
す
る
特
約
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
に
規

■

6・

定
す
る
保
険
契
約
は
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
　
、
打

・
二
　
　
　
　
」

上
げ
委
託
者
が
、

と
す
る
。

事
業
団
に
代
わ
っ
て
、
事
業
団
の
た
め
に
締
結
す
る
も
の

　
（
余
裕
金
の
運
用
）

第
三
十
二
条
事
業
団
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

　
余
裕
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
（
略
）

業
務
上
の

二
　
銀
行
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金
又
は
郵

　
便
貯
金

三
　
　
（
略
）

　
（
科
学
技
術
庁
長
官
へ
の
委
任
）

第
四
十
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
権
限
を
科
学
技
術
庁
長
官
に
委
任
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
、
第
二
十
三
条
、

第
二
十
四
条
の
三
二
一
項
、

　
　
　
　
　
　
　
　
●

第
二
十
六
条
、
第
三

　
（
余
裕
金
の
運
用
）

第
三
十
二
条
　
事
業
団
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

　
余
裕
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
（
略
）

　
二
　
銀
行
へ
の
預
金
又
は
郵
便
貯
金

三
　
　
（
略
）

業
務
上
の

　
（
科
学
技
術
庁
長
官
へ
の
委
任
）

第
四
十
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
権
限
を
科
学
技
術
庁
長
官
に
委
任
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

　
　
ま
で
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第

　
　
　
　
　
　
　
●



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
置
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に

　
よ
る
認
可

二
　
（
略
）

ヨ．

謫
�
¥
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
金
額
の
決
定

四
第
三
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定

劃
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
及
び
立
入
検
査

　
（
大
蔵
大
臣
と
の
協
議
）

第
四
十
一
条
内
閣
総
理
大
臣
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
場
合
に

　
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
。
第
四
十
三
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次

　
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
・
二
　
（
略
）

　
三
　
第
三
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
ょ
う
と
す

　
　
る
と
き
。

　
四
　
　
（
略
）

2
　
主
務
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
’
　
　
　
《

一
　
第
四
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
－
矧

二
十
四
条
の
三
訂
一
項
、
第
二
十
六
条
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

認
可
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

ゴ，

謫
�
¥
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
金
額
を
定
め
よ
う
と
す

　
る
と
き
。

ヨ．

謫
�
¥
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

四
書
三
十
三
条
又
は
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
主
務
省
令
を
定
め
よ
う

　
と
す
る
と
き
。

　
（
罰
則
）

第
四
十
二
条
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は

　
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

　
く
は
忌
避
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
事
業
団
の
役
員
又
は
職

　
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
三
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

　
た
事
業
団
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　
　
　
　
　
●

二
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
認
可

二
　
（
略
）
，

ヨ．

謗
O
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定

四
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
惹
報
告
の
蕊
取
及
び
立
入
検
査
，

　
（
大
蔵
大
臣
と
の
協
議
）

第
四
十
一
条
　
内
閣
総
理
大
臣
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
場
合
に

　
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
。
第
四
十
三
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次

　
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

　
一
・
二
，
㌧
（
略
）

　
三

　
四
　
　
（
略
）

2
　
主
務
大
臣
は
、

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
四
条
第
三
項
、

dコ き
。と

す
る
と
き
。

　
（
罰
則
）

第
四
十
二
条

　
虚
偽
の
報
告
を
し
、

　
く
は
忌
避
し
た
場
合
に
は
、

　
員
は
、

第
四
十
三
条

　
た
事
業
団
の
役
員
は
、

号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
な

．
、

，
：
　
　
　
　
ト

第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
、
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
ょ
う
と
す
る
と

項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
主
務
省
令
を
定
め
よ
う

毒
素
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は

は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
事
業
団
の
役
員
又
は
職

罰
金
に
処
す
る
。

の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。



四

笙

干
四
条

璽

雍

項
の
規
定

塩
度
与
保
険
契
約
を

締
結
し

な

煮
笙

不

条
第

項
及
び
第

四

項
の
業
’務

以
外
の
業
務
を

行

っ
た

と

蕗
）

　
い
で
人
工
衛
星
等
の
打
上
け
を
行
っ
た
と
き
。

司
第
三
＋
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
霧
雲
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と

　
き
。

刈
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と

　
き
。

第
四
十
四
条

　
す
る
。

第
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

　
　
　
　
　
　
　
●

一
・
二
　
（
略
）

三
　
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
な
っ
た
と

　
き
。

四
第
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と

　
き
。

刮
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と

　
き
。

第
四
十
四
条

　
す
る
。

第
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処

．k



　
　
　
宇
宙
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
　
宇
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
号
）
　
（
抄
）

　
（
目
的
）

第
一
条
宇
宙
開
発
事
業
団
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
開
発
、
打
上
げ
及

　
び
追
跡
を
総
合
的
、
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
行
な
い
、
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

　
立
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
（
役
員
の
任
期
）

第
十
三
条
　
理
事
長
、
副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
、
四
年
と
し
、
監
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

2
　
　
（
略
）

　
（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
二
条
事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
な
う
。

　
一
　
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
人
工
衛
星
等
」

　
　
と
い
う
。
）
の
開
発
並
び
に
こ
れ
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発

●

●



●

●

　
二
　
そ
の
開
発
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発

　
三
　
第
一
号
の
開
発
並
び
に
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発
で
、

　
　
委
託
に
応
じ
て
行
な
う
も
の

　
四
・
五
　
　
（
略
）

2
～
4
　
　
（
略
）

　
（
余
裕
金
の
運
用
）

第
三
十
二
条
事
業
団
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
（
略
）

　
二
　
銀
行
へ
の
預
金
又
は
郵
便
貯
金

　
三
　
　
（
略
）

　
（
科
学
技
術
庁
長
官
へ
の
委
任
）

第
四
十
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
権
限
を
科
学
技
術
庁
長
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
三
条
第
二
項
、
第
四
喪
主
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十

‘
、
，
津

馳
ご
　
　
‘
T
－
、

≦
・
’

　
　
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
留
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
認
可

　
二
　
　
（
略
）

　
三
　
第
三
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定

　
四
　
　
（
略
）

　
（
大
蔵
大
臣
と
の
協
議
）

第
四
十
一
条
内
閣
総
理
大
臣
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
。
第
四
十
三
条
第
一
号
に

　
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
・
二
　
（
略
）

　
三
　
第
三
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

　
四
　
　
（
略
）

2
　
主
務
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
第
四
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
六
条
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
認

　
　
可
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

●

●



●

●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
二
・
三
　
　
（
略
）

　
（
罰
則
）

第
四
十
二
条
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
，
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る

　
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
事
業
団
の
役
員
又
は
職
員
は
、
三
万
円
以

　
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
三
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
事
業
団
の
役
員
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に

　
処
す
る
。

　
一
～
五
　
（
略
）

第
四
十
四
条
第
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

・
．
ム



‘嚇

　　　　　　　考筍噂と布し教夜，b

「宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損害に対する賠償措置につい・

て」宇宙開発委員会決定文の配布について

平成10年3月16日◎
宇宙開発委員会事務局

　標記の件について・本日・別添のとおり、委員会決定致しましたので参考まで

に配布します。



宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げ：による損害に対する賠償措置について

平成10年3月’16日
宇宙開発委員会決定

　宇宙開発事業団が平球1・1年度の初号機打上げを目標に開発を行っているH－

11Aロケットはく宇宙ステーションへの補給、人工衛星の打上げ等の輸送需要に

φ柔軟に対応できるとともに㍉輸送コストを大幅に低減するものと期待されている。

　また、既にこれを用いて、平成12年以降に宇宙開発事業団が民間から、人工

衛星の打上げを受託する予定となっているも

　当委員会における「平成10年度における宇宙開発関係経費の見積もり」の決

定に当たっても、宇宙開発成果の社会への還元及び宇宙輸送の低コスト化による

国のプロジェクトの効率的な推進への寄与を図る観点から、民間衛星の受託打上

．げに着手することは妥当であるとしたところである。

　なお、今般のH－llロケットの打上げ失敗に関しては、現在、技術評価部会に

おいて原因究明及び今後の対策について調査審議を行っているところであり、そ

の結果を今後の開発に反映させて、H系ロケットに対する信頼性が失われないよ

う努める必要がある。

　今後、国際宇宙ステーション計画の本格化、受託打上げの拡大等による打上げ

の大幅な増加が見込まれているが、人工衛星等の打上げに当たっては、当委員会

において打上げに係る安全対策の妥当性を確認することとしており、実際に第三

者に損害が生じる可能性は極めて低いと考えられる。

　しかしながら、今後の打上げの大幅な増加に的確に対応していくためには、万

一第三者に損害が発生した場合に備えた賠償のための仕組みをあらかじめ整備し

て、被害者保護と打上げ業務の円滑な推進を図ることが必要である。

　欧米においては、民間の人工衛星打上げによる第三者損害が万一発生した場合

に備え、責任保険の付保及び保険を越える損害が発生した場合の賠償措置が講じ

られている。

　我が国においても、国際水準と同等の措置を講ずることにより、損害賠償の迅

速かつ円滑な処理を図る必要がある。

　以上の観点から、宇宙開発事業団の打上げ業務全般に関して、責任保険の付保

の義務付けを行うとともに、受託打上げにおいて、宇宙開発事業団への実質的な

責任集中を可能とすることを内容とする宇宙開発事業団法の一部改正を行うこと

・は適当である。



宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損害に対する賠償措置について

　　　　　　　　　　　　　　　　　（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成10年3月16日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇宙開発委員会決定

　宇宙開発事業団が平成11年度の初号機打上げを目標に開発を行っているH－

llAロケットは・宇宙ステーションへの補給、人工衛星の打上げ等の輸送需要に
柔軟に対応できるとともに、輸送コストを大幅に低減するものと期待されている。

　また、既にこれを用いて、平成12年以降に宇宙開発事業団が民間から、人工

衛星の打上げを受託する予定となっている。

　当委員会における「平成10年度における宇宙開発関係経費の見積もり」の決

定に当たっても・宇宙開発成果の社会への還元及び宇宙輸送の低コスト化による

国のプロジェクトの効率的な推進への寄与を図る観点から、民間衛星の受託打上

げに着手することは妥当であるとしたところである。

　なお・今般のH－IIロケットの打上げ失敗に関しては、現在、技術評価部会に

おいて原因究明及び今後の対策について調査審議を行っているところであり、そ

の結果を今後の開発に反映させて、H系ロケットに対する信頼性が失われないよ

う努める必要がある。

　今後、国際宇宙ステーション計画の本格化、受託打上げの拡大等による打上げ

の大幅な増加が見込まれているが、人工衛星等の打上げに当たっては、当委員会

において打上げに係る安全対策の妥当性を確認することとしており、実際に第三

者に損害が生じる可能性は極めて低いと考えられる。

　しかしながら、今後の打上げの大幅な増加に的確に対応していくためには、万

一、第三者に損害が発生した場合に備えた賠償のための仕組みをあらかじめ整備

して、被害者保護と打上げ業務の円滑な推進を図ることが必要である。

　欧米においては、民間の人工衛星打上げによる第三者損害が万一発生した場合

に備え、責任保険の嘉保及び保険を越える損害が発生した場合の賠償措置が講じ

られている。

　我が国においても、国際水準と同等の措置を講ずることにより、損害賠償の迅

速かつ円滑な処理を図る必要がある。

　以上の観点から、宇宙開発事業団の打上げ業務全般に関して、責任保険の付保

の義務付けを行うとともに、受託打上げにおいて、宇宙開発事業団への実質的な

責任集中を可能とすることを内容とする宇宙開発事業団法の一部改正を行うこと

は適当である。



委13－2

通信放送技術衛星「かけはし」　（COMETS）の
　　　　第1回軌道変更の結果について

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成10年3月16日
　　　　　　　　　　　　　　　　　宇宙開発事業団

1．はじめに

　平成10年2月21日に打上げた通信放送技術衛星「かけはし」
の第1回軌道変更のための衛星運用を、3月14日午前8時34分
から開始し、衛星の姿勢基準の確立、姿勢変更、太陽電池パドルの

収納およびアポジエンジン噴射ならびに噴射後のパドルの展開等、

一連の作業をすべて予定通り実施し、3月15日午前3時30分に
完了した。

●
2．結果の概要（速報）

（1）アポジエンジン噴射は3月15日午前0時59分に開始し、予
　　定の1分30秒間正常に実施され、燃焼圧、推力等は所定の性能
　範囲であることを確認した。なお、軌道投入結果は以下の通りで
　　ある。

　　　　　　　　　　制御前　　　　　制御後　　　　　計画値

　　　近地点高度　　　246km　　　390km　　（　391km）
　　遠地点高度　1，863km　1，862km　（1，863km）
　　軌道周期　　　　　106分　　　　108分　　　（　108分）

●

（2）太陽電池パドルの収納、展開も正常に実施され、展開後の発生

　電力は正常である。

（3）アポジエンジン噴射中の姿勢制御も正常であり、現在太陽捕捉

　モードにて飛行中である。
（4）その他、衛星の温度、バッテリの状況も正常である。

（参考）　「かけはし」とH－llロケット第2段は3月15日20時
　　　頃接近し、それ以降約5日ごとに近地点付近で接近する見込

　　　みであるが、第1回軌道変更の結果近地点付近の両者の相対
　　　距離は約140km以上となっているため、問題はない。

3　今後の予定
　今回の軌道変更の結果を詳細に評価し、次回以降の軌道変更の検
討を進める。



●

　3月15日0時40分（JST）「かけはし」289周回目に撮像
アポジエンジン噴射前に太陽電池パドルを収納した状態を捉えた画像
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委13戸3●

第！2回

・1．日時 平成10年3月11EI（水＞

14＝06・～14＝30

2．場所 委員会会議室

●∴
3ご議題 （1）議事要旨¢嘩認について［．

（2）宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによ・る損害に対す

　　う賠償措置にρいて

’4．．資料 委12－1－1．

委12－1－2

委12－2

第1．0回宇宙開発委員会（定例会議）議事要旨．（案）’

第11回宇宙開発委員会（臨時会議）議事要旨（案）∫

宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損害

に対する賠償措置について

5．出席者

　　　宇宙開発委員会委員長代理

　　　宇宙開発委員会委員

　　　　　　〃

　　　　　　〃

生
郎
晴
郎

　
一
　
二

開
喜
安
鎮

口
柄
松
葉

山
長
末
秋

関係省庁

　通商産業省機械情報産業局次長

　郵政大臣官房技術総括審議官

河　野　博　文（代理）

甕　　昭男（〃）

事務局

　科学技術庁研究開発局宇宙政策課長 千　葉 貢　他

1

　　　　　　　　　　1



．①議事要旨・の確認について

　　第10回宇宙開発委員会（定例会議）言義事要旨（案）（資料委12・H）に・

つし鰍・3ページ臥5行目以降「肇勢1ま・．ジャイ・及撚陽マンサ鞭

　づτテ≒夕一＝．し・それにホり姿勢異常が検知されるζ・自動的に太陽捕捉モニ．

　ドに入るが、●地上からコマンドで修正することもあるとの回答があ’っ．た。」

　と修正することとな：つた。また、第11回宇宙開発委員会．（臨時会議）議事．

　要旨（案）’（資料委12－1－2）が確認された。●

（2）宇宙開肇事業団が行う人工衛星等の打上げによる損害に対する賠償措置に

　　ついて

　　料学技術庁研窄叩発墨宇軍手策課調査国際室野寒室長より・資料委12－

　2に基づき、ヰ宙開発事業団が行う人主衛星等の打上げによる損害に対する

．賠償措置について説明があっ左。

　　これに関し、委員より、文部省宇宙科学研究所における第3者損害賠償措

　置はどのようになづているのか、宇宙開発事業団ではどの程度の保険をかけ

　ているのか、特約に基づく宇宙開発事業団の全部負担に上限は設けるのか、・

　世界に賠償を行った例はあるのか等の質問があった。

　　これに対し、野家室長より、文部省宇宙科学研究所は国の機関であり、国

　の機関は一般に保険をかけていないこと、宇宙開発事業団ではロケット打上
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　かけられており、被害者に対して十分補償できる金額であると思われること、

　国家賠償法に基づき宇宙開発事業団はもともと全部支払義務を負うことから

　上限は設定していないこと、1996年に中国で長征ロケットの打上げが失

　回して人身や家屋に損害が発生し、第三者損害賠償が行われたと聞いている

　こと等の回答があった。

以上
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